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た会社を含めて計6社で賃貸、建売、分譲マンションの開発・販
売と、不動産に関する知識と経験を積み上げていった。

順調にキャリアを重ねる一方で、次第に「会社員」として働
くことに対するジレンマを感じるようになった。「会社が利益
を追求することは当然のことながら、それはお客さまの要望
に最大限応えられないことも意味します。会社から求められ
る利益率と、お客さまへのサービスのバランスの取り方でか
なり悩みました」。社員としてできることの限界――不動産業
界に飛び込んだ時からぼんやりと考えていた「独立」が明確な
目標になった。十分な準備ができていたわけではなかったが、
当時勤めていた会社からの後押しもあり、2002年にジェイ・
プライドを設立した。

会社設立後、最初に取り組んだことが過去のお客さまへの
挨拶まわりだった。「12 ～ 13年ぶりのお客さまに会いに行っ
たとき、ちょうど長年経営しておられた会社をたたみ、シャッ

1970年に生まれ、東大阪市で育った細川氏。祖母、両親、きょ
うだいの家族6人が暮らした長屋は10坪ほどの敷地の3DKで、
風呂は無く、一人部屋など望むべくもなかった。「子どもの頃は
不動産チラシの間取りを見ながら『この家なら自分の部屋は
どこかな』と妄想を膨らませて楽しんでいました。この頃から
家に対する強いこだわりがあったんでしょうね」と当時を振
り返る。

幼少期に抱いた家への憧れは年を重ねるにつれ次第に薄れ
ていったが、進路に迷っていた高校3年生の時、毎日通ってい
た銭湯で出会った知人に誘われたことをきっかけに不動産業
に歩みを進めることになった。

1989年、土地売買を手掛ける不動産会社に就職し、仕事をゼ
ロから学んだ。「ひと口に『不動産業』と言っても、売買・賃貸・管
理などさまざまな事業があります。仕事を覚えるにつれてそ
れらが関わり合っていることを知り、それぞれを深く学ぶこ
とで不動産業の全てを把握したくなりました」。最初に就職し

幼少期に家族6人で暮らした長屋が“家への憧れの原点”だったと話す細川典男代表取締役。会社
設立から20年が経ち、現在では不動産業だけでなく人材派遣業やガソリンスタンド経営など
幅広く事業を手掛けている。今回は独立への経緯、不動産業として大切にしていること、また、
これからの宅建士に向けたメッセージなどを伺った。

株式会社ジェイ・プライド　代表取締役 細川 典男さん大阪市天王寺区

今月の活躍会員
TAKUMAGA

か　つ

や　く

か　い
い　ん

Vol.13

不動産を扱う者の誇りと、
お客さまに寄り添う誠意を胸に

インタビュー動画は
COCOARで

こちらをスキャン

AR

「風呂のない長屋」が原点

会社員として感じたジレンマ
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大阪宅建協会なにわ東支部の副支部長も務める細川氏。
ニューヨークやハワイ、オーストラリアなど海外の不動産業
者とのパイプも持ち、毎週のようにオンラインで情報交換を
している。「投資物件として海外不動産に興味がありますが、
法律が壁となり簡単に購入することはできません。一方で、日
本の不動産は外国人の購入に制限をかけていないため、為替
差益を見込んだ“マネーゲーム”のような感覚で購入される事
例があります。あらゆる面でグローバル化が進む現在、何十年
も前に制定された日本の法律は時代の移り変わりに合わせて
変えていく必要があります。海外との情報交換や不動産取引
を通して経験を積み、いずれは自分の意見も発信していきた
いと考えています」。

最後に宅建協会や宅建士に向けたメッセージを聞いた。「海
外と比較してみると、日本の不動産業者は社会的地位が低い
と痛感します。初対面の人に自己紹介をすると、大半が『不動
産屋・か』とおっしゃいます。弁護士費用や税理士費用を値切る
人は少なくても、不動産の仲介手数料が簡単に値切られるの
は『宅地建物取引士・』という士業として、正当に評価されてい
ないからだと感じています。従来通りの取り組みではお客さ
まや世間の見る目は変わりません。まずは、私自身を含めた宅
建協会会員全体が勉強会などを通して意識・知識の向上を図
ることが大事。宅建士の仕事や手数料の在り方を積極的かつ
地道に発信していくことが、お客さまからの評価につながっ
ていくのではないかと思います」。

ターを下ろす瞬間に立ち会いました。お互いの近況を話す中
で不動産処分の相談を受け、取引窓口として仲介させていた
だくことになりました。お客さまにとって大切な不動産の処
分を託していただけたのは、これまで大事にしてきた“お客さ
まに寄り添う誠意”が報われたと感じる瞬間でした」。

会社設立から約20年。不動産取引の総合アドバイザーとし
て着実に地歩を固めてきた。「20年間変わらず大事にしてきた
のは、一度ご縁をいただいたお客さまとは生涯にわたるお付
き合いをすること。『風呂のない長屋』へのコンプレックスが
私の原点ですが、不動産業で経験を積めば積むほど、長屋には
長屋の、一軒家には一軒家の良さがあることがわかってきま
した。お客さまにとって『心地よい』と感じられる物件や土地
をご提案し、ご満足いただけるサービスを提供することで信
頼関係を築いてきました」と話す。

不動産業に加え、近年は大阪・東京での人材派遣業や京都府
下でのガソリンスタンド経営などにも事業の幅を広げてい
る。「不動産業はお客さまのすそ野の広さが特徴。異業種のお
客さまとお話をする中で、不動産業の視点から意見を求めら
れることもありたくさんの刺激を受けました。もっと幅広い
業界の人と交流を深めたいと考えていたところに、M&Aによ
る会社買収のお話をいただいたことから異業種へのチャレン
ジを決意しました」。

事業の拡大は儲けることよりもビジネスに対する視野を広
げることが狙いだった。
「例えば、化石燃料を扱うガソリンスタンドは衰退産業と思

われがちですが、そのほとんどが地域の幹線道路に面してお
り、立地としてはポテンシャルを秘めています。土地の土壌汚
染や地下のタンク問題などをクリアして土地を再生できれば、
そこから新たな事業を生み出すこともできます。経営難に苦し
むガソリンスタンド経営者とともに、不動産業の立場から知恵
を絞っています。私ができることは限られているので生意気な
ことは言えませんが、ここまでくると不動産業界の枠を飛び越
えたまちづくり、社会貢献に近い感覚ですね」と笑う。

社名の「ジェイ・プライド」はお客さまにとっ
て大切な資産を扱う者としての誇り「Pride」と

「Japan」を組み合わせたもの。「プライドには『ラ
イオンの群れ』という意味もあります。小さい会
社なので社員も少ないですが、少数精鋭であり
たいと思っています。従業員には、一人ひとりが
プライドを持って能力高く業務にあたってほし
いと伝えています」と細川氏。

 会社DATA

株式会社ジェイ・プライド
代表取締役 細川典男
大阪市天王寺区上本町5-2-4
ジェイ・プライド上本町ビル5F
事業内容：不動産売買・資産運用
コンサルティング・賃貸・仲介・
リフォーム・ビル再生業・管理
https://www.j-pride.com

京都府下で経営するガソリンスタンド。多忙な日々を縫って、休日には愛車
で観光地をめぐる

一生涯のお付き合いを目指して

宅建士の社会的地位を向上させたい
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第1回 理事会・幹事会合同会議 報告

第2回 理事会・幹事会合同会議 報告

宅建取引士センター決算理事会
開催

宅建取引士センター理事長に
高村会長を選定

CONTENTS

■会議
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第1回理事会･幹事会合同会議

■日時／形式
4月27日（木）15時30分～
大阪府宅建会館2階会議室並びにWeb会議「Zoom」

■審議事項
◎ 令和4年度2団体事業報告並びに宅建協会・事業監査報告に関する件
　⇒原案どおり承認
◎ 令和4年度2団体決算報告並びに宅建協会・会計監査報告及び

保証協会・監査報告に関する件
　⇒原案どおり承認
◎宅建協会・代議員総会開催に関する件
　⇒原案どおり承認
◎旅費規程（役員用）の一部改正に関する件
　⇒原案どおり承認

■報告事項
・新入会員承認
・廃業等による会員資格喪失者
・行政処分（免許取り消し）による会員資格喪失者
・保証協会・本部総会議事日程
・各委員会報告

■会議
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会
大阪本部
第2回理事会･幹事会合同会議

■日時／形式
5月29日（月）15時30分～
大阪府宅建会館2階会議室並びに
Web会議「Zoom」

■報告事項
・新入会員承認
・廃業等による会員資格喪失者
・職員人事
・各委員会報告

今月の活躍会員
株式会社ジェイ・プライド
代表取締役 細川 典男さん

TAKUMAGA NEWS

新入会員

規約違反の広告事例について

宅地建物取引業人権推進員
「養成講座」のご案内

名探偵たくっち

たくっちの実務ノート

会員業者限定
弁護士による無料法律相談

堺市の補助金
事務局夏季休暇のお知らせ
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一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター（高
村永振理事長）は、6月5日（月）に「大阪キャッスルホ
テル」にて理事会を開催され、令和4年度事業報告及び
決算など5件の議案が決議されました。

一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターは、6月
26日（月）に大阪キャッスルホテルにて、理事の任期満了
に伴う臨時理事会を開催され、高村永振氏（一般社団法人
大阪府宅地建物取引業協会会長）が引き続き、理事長に選
定されました。

大阪宅建協会の広報誌 たくっちマガジン
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TAKUMAGA NEWSTAKUMAGA NEWS

■日時
5月19日（金）
保証協会大阪本部総会　14時15分～
大阪宅建代議員総会　　15時30分～

■場所
ヒルトン大阪

■保証協会大阪本部総会
報告事項
①令和4年度事業報告
②令和4年度決算報告　令和4年度監査報告
③令和5年度事業計画に関する報告
④令和5年度収支予算に関する報告
⇒上記報告事項はすべて承認されました。

■大阪宅建代議員総会
報告事項
①令和4年度事業報告　令和4年度事業監査報告
②令和5年度事業計画に関する報告
③令和5年度収支予算に関する報告
⇒上記報告事項はすべて承認されました。

決議事項
①令和4年度決算報告承認に関する件
　令和4年度会計監査報告

上記決議事項は賛成多数により可決決定されました。

令和5年
保証協会大阪本部総会・
大阪宅建代議員総会開催

各種表彰及び感謝状受賞者のご紹介

5月19日（金）にヒルトン大阪にて開催された宅建
協会代議員総会開催に伴う懇親会において、各種表
彰感謝状贈呈が行われました。はじめに、受賞者の名

前と功績が紹介され、高村会長から代表者に表彰状・
感謝状が授与されました。令和5年の受賞者は以下の
通りです。

各種表彰及び感謝状受賞者一覧表

支部表彰等

令和5年5月19日
（順不同・敬称略）

①研修表彰（3支部）
　次に掲げる支部は、令和4年度の不動産業務研修会に
おいて所属会員に対する受講者数の割合が高く、会員の
資質向上に努められた功績を讃え表彰するものであり
ます。

北大阪支部・西支部・なにわ東支部

②不法屋外広告物撤去活動表彰（2支部）
　次に掲げる支部は、令和4年度において不法屋外広告物
の撤去活動を積極的に行い、公正な取引の慣行に努めら
れた功績を讃え表彰するものであります。

泉州支部・新大阪支部

③相談活動表彰（3支部）
　次に掲げる支部は、支部不動産無料一般相談所におい
て積極的に取り組み、永年にわたり消費者の利益保護と
流通の円滑化に努められた功績を讃え表彰するものであ
ります。

なにわ京阪支部・なにわ東支部・なにわ阪南支部

④相談員表彰（2名）
　次に掲げる方は、本協会不動産無料相談所において20
年以上の永きにわたり消費者の利益保護と流通の円滑化
に努められた功績を讃え表彰するものであります。

植山 智之（中央支部）・瀧元 清文（北大阪支部）

⑤研修インストラクター表彰（2名）
　次に掲げる方は、宅地建物取引に関わる研修会におい
て講師を務め、会員の更なる資質向上と消費者の利益保
護に努められた功績を讃え表彰するものであります。

笹倉 太司（泉州支部）・楠本 充美（泉州支部）

⑥地域貢献活動感謝状（1団体）
　次に掲げる団体は、本協会が主催するたくっちカップ
大阪府バレーボール大会の運営を主幹として支援し、未
来ある小学生の健康な心身の育成を通じて地域社会の健
全な発展に寄与された功績を讃え感謝の意を表するもの
であります。

大阪市スポーツ少年団バレーボール専門部
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令和5年 支部総会開催

新大阪

なにわ南

北摂

南大阪

北

なにわ京阪

北大阪

堺市

中央

なにわ東

京阪河内

泉州

西

なにわ阪南

東大阪八尾

4月17日（月）から26日（水）にわたって、大阪府宅地建物取引業協会各支部において支部総会が開催さ
れました。
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TAKUMAGA NEWSTAKUMAGA NEWS

TAKTAS.加盟店交流会を開催しました

5月12日（金）18時より、ニューミュンヘン南大
使館（大阪市中央区）において、TAKTAS.加盟店交
流会を開催しました。新型コロナウイルスの感染
状況が一段落し、加盟店が語らい合う食事会の開
催は、TAKTAS.発足以来、初の試みです。

夏日を記録するほどの暑さだった当日、府内全
域から加盟店約50社が集い、荒木副会長の「工場
直送生ビール」での乾杯を皮切りに、定刻通りス
タートしました。1971年開店のミュンヘンの長
い歴史にあやかりつつ、参加者は創業以来不動の
名物「阿波乙女鶏の唐揚」に舌鼓を打ち、和気あい
あいとした歓談のひとときをもちました。

ひときわ盛り上がりを見せたのは、主催する会員事
業推進委員会の松下委員長とのじゃんけん大会。一同
童心に帰り、見事勝利を勝ち取ったのは、㈱富士商会
の大脇久徳さん(北大阪支部)。TAKTAS.選りすぐりの
賞品が贈呈されることになりました。

TAKTAS.では、オレンジ色の旗印のもと、エリアも業

歴も業態も異なるメンバーが顔見知りになり、コミュニ

ケーションが創発されることで、加盟間もない参加者か

ら、創立メンバーまで「仲間づくり」と「気づき」を目的と

して、交流イベントを定期的に開催しています。

大阪宅建協会が展開する、信頼のネットワーク

TAKTAS.に是非ご加盟ください。

https://www.osaka-
takken.or.jp/taktas/
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㈱Re-空間

TKTアセット㈱

フォレストスタイル㈱

㈲中上商事

㈱HOUSE GATE

日本天宝国際（同）

I’sエステート㈱

㈱TIM

SY HOUSE㈱

㈱Linknot

㈱ソドウ

ギルドストア㈱

東耀㈱

㈱ライズ

㈱アンディコーポーレーション

㈱Coh

住之谷㈱

㈱丸一商事

㈱ルミエール・タナカ

㈱アーキシード

㈱HI’s

㈱BB

MSプロパティ㈱

㈱craft LABO.

㈱WING REAL ESTATE

㈱二和コーポレーション

信建ホーム㈱

スタイルユニット㈱

㈱サンマイル

㈱LINOAS

なにわ不動産㈱

㈱エスピーホールディングス

㈱トゥエート

㈱ありがとう358

㈱花川住建

スターホーム㈱

㈱リルライフ

泉田外装㈱

野田　直洋

渡邉　恒揮

森田　拓郎

中上　　柳

家門　洋平

鐘　　　翔

池田　　誠

沖田　圭介

範　　広明

岡田　竜馬

迫　　裕介

山内　真樹

林　　日鵬

徳原　樹里

松本　一男

南原　麻実

曾　　美玉

三木久美子

田中　好子

森明　真史

山﨑　天馬

島田　弦季

佐野　元信

福井　拓也

平井　　翼

田伏　弘人

岩渕　信廣

林﨑　　誠

池田　善昭

川上　大貴

木村　洋平

谷口　尚眞

瀧住　泰和

坂上　早希

花川　智彦

八文字祐子

深田祐一郎

泉田　竜也

支　部 商　号 氏　名 免許番号
新大阪

北

中央

西

なにわ京阪

なにわ東

北摂

北大阪

京阪河内

東大阪八尾

南大阪

堺市

泉州

新入会員
2023年4月度
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① 64365

① 64359

① 64334

① 64348

① 64321

① 64387

① 64389

① 64379

① 64364

① 64234

① 64356

① 64378

① 64386

① 64179

① 64354

① 64338

① 64428

① 64459

① 64380

① 64271

① 64413

① 64303

① 64355

① 64320

① 64299

① 64316

① 64367

① 64353

① 64415

① 64402

① 64363

① 63173

① 64260

① 64427

① 64388

・2023年5月入会時点の情報です。
・2023年5月末現在の会員数は  正会員 8,432名   準A 657名   準Ｂ 5,524名

㈱NEST

㈱Grand Space

㈱SQNOMY

㈱AC

㈱神谷商店

㈱EXstate

㈱W不動産

トトロ㈱

福栄不動産㈱

海豊商事㈱

サンエイトホーム㈱

㈱働き蜂不動産

ネットワークジャパン㈱

㈱ALEGRIA

㈱ホームネクサス

㈱ウエストビルド

㈱サンヨークリエイト

㈱ハウジングシティ

㈱Classico

㈲スリーゴールド

物件ビズコンサルティング(同)

㈱スカット管財

㈱れいめいインターナショナル

㈱タイセイ

みのお不動産

㈱髙橋建材

㈱オーワークス

㈱三有

㈱エヌプラス設計工房

㈱D-Style

㈱レントホーム

㈱ジャストリンク

㈱アイマデベロップメント

㈱石川不動産

㈱グットホーム

佐々木エミ

宋　　　奇

足立　俊之

荒川　　大

神谷　悠子

﨑村　優太

王　　　竜

張　　　兵

福島美世子

宋　　　爽

姥　雄仁朗

河田　信介

濱本　盛行

相川　真也

中野　　恒

中山真由美

三宅　成実

森　　忠臣

田井　　敦

勝田　守文

金光眞由美

井田　和也

今川　和也

山本　昌文

海老　力太

髙橋　　晃

岡本　規男

森田　有哉

中井　　聡

對馬　可名

佐伯　　透

城　　秀一

松尾　美芽

翁　　奈央

田井　聖良

支　部 商　号 氏　名 免許番号

新大阪

北

中央

西

なにわ南

なにわ京阪

なにわ東

なにわ阪南

北摂

北大阪

京阪河内

東大阪八尾

南大阪

堺市

※最新の会員情報は、大阪宅建Ｗｅｂサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。

大阪宅建Web
会員検索トップページ▶

2023年5月度
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～綱紀自主規制委員会からのお知らせ～

（公社）近畿地区不動産公正取引協議会（以下
「公取協」という。）が講じた措置件数及び違約
金課徴の広告事例について一部抜粋して紹介
します。

公取協では主要なポータルサイト運営会社と
の連携を強化して違反広告の排除に重点的に取
り組んでおり、悪質と判断された場合、違約金が

課徴されるだけでなく、特定のポータルサイト
への広告掲載が一斉に停止されることもありま
す。また、昨年、令和4年9月に「不動産の表示に関
する公正競争規約（以下「表示規約」という。）」及
び同施行規則が大幅に改正施行されております
ので、今一度、自社の広告表示を見直し、表示規約
やその他関係法令の遵守をお願いいたします。

インターネット チラシ等

厳重警告・違約金課徴 12社 ―

警　　告 23社 ―

注 意 等 40社 2社

小　　計 75社 2社

区分
媒体

合　　計 77社

令和４年度 規約違反に対する措置区分・件数

規約違反の
広告事例について

09 vol.647



Ａ社：大阪府高石市所在　免許更新回数（3）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫

対象広告：自社ホームページ

大阪府守口市所在　免許更新回数（7）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　

対象広告：ポータルサイト

Ａ社：大阪府高石市所在　免許更新回数（3）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫

対象広告：自社ホームページ

大阪市中央区所在　免許更新回数（3）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　

対象広告：ポータルサイト

Ａ社：大阪府高石市所在　免許更新回数（3）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫

対象広告：自社ホームページ

大阪府高石市所在　免許更新回数（3）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫

対象広告：自社ホームページ

 おとり広告（架空物件）
◎広告表示の新築住宅は存在せず、取引不可（2物件）。
　※Ａ社は令和3年2月12日に当協議会から警告の措置を受けている。

 広告表示の開始時期の制限違反及び取引内容の不当表示
◎建築確認番号を表示し、販売数5戸の新築分譲住宅を取引する旨表示
　⇒2戸については広告時に建物の建築確認番号未取得。
　　 なお、建築確認番号を取得していた3戸について、実際に取得した建築確認番号は広告表示

のものとは異なるものであった。

 取引内容の不当表示
◎「全5区画販売♪」「自由設計ですのでご希望の間取りで建築できます♪」と記載
　⇒3戸については広告時に建築確認番号を取得しており、自由設計ではない。
　　※ Ｂ社は令和2年9月18日に当協議会から警告の措置を、また、令和3年4月16日に違約金課徴の措置を受けている。

 おとり広告（契約済み物件）
◎ 新規に情報登録後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、長いもので55日間、
　短いもので28日間、継続して広告。

新築住宅 2物件

新築分譲住宅 1物件

新築住宅 2物件

措置日 令和4年4月20日

措置日 令和4年4月20日

措置日 令和4年9月15日

令和４年度 規約違反に対する違約金課徴の広告事例（抜粋）

Ａ社

B社

C社

規約違反の
広告事例について
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業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、
宅地建物取引におけるあらゆる人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、
宅地建物取引業を行ううえで理解しておかなければならない人権問題や法令等について、
分かりやすく解説しますのでぜひご参加ください。

※上記時間すべて受講いただいた方には「人権推進員証」を交付します。

◎ 「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」
◎ 大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」
◎ 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
◎ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」　など

右記申込フォーム（二次元コード）
またはTELにてお申し込みください。

■ 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
　 宅建業指導グループ：TEL 06-6210-9734

■ （一社）大阪府宅地建物取引業協会
　 法務部：TEL 06-6941-8197

●当日は新型コロナウイルス感染症対策
として、「マスク着用の推奨」、「消毒用ア
ルコールの設置」、「会場の換気」、「座席間
の距離の確保」等を行います。
●体調不良（だるい、発熱、咳が出る等）の
場合は、参加を自粛いただきますようお
願いいたします。
●新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め開催の中止や延期等になった場合、ま
たは会場が対応困難な事態になった場合
は、お申込者へ連絡いたします。
●身体に障がいなどがあり、手話・要約筆
記・車いす補助等をご希望の方は、開催2
週間前までにお問い合わせください。

※その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧ください。
　https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html 

～なくそう住まいの差別「しない、させない、許さない」～

宅地建物取引業人権推進員
「養成講座」のご案内！

お申込み方法

講座内容に関するお問い合わせ先

OMMビル

合同庁舎
3号館

税理士
会館

合同庁舎
1号館

大阪府庁

大手前高校

京阪 天満橋

法
務
局

谷
町
線 

天
満
橋

全日大阪会館

令和5年度

開催日

時　間

会　場

受講料

8月2日水　9月6日水　10月5日木　12月6日水
令和6年 2月1日木

午後1時30分から午後5時まで（受付：午後1時～）

全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3-26）
Osaka Metro谷町線『天満橋駅』3番出口より徒歩3分

無料

※各回とも同じ講義内容です。

宅建業者の皆様へ
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2名様に
　JCBギフト

カード5,000円分

vol.646 たくっちを探せの答え 正解. ① 天王寺動物園

1 3 6
9 4 3 2
5 2

2 1
4 3 7 9

6
A

B 8
9 6

7 3 4 9
5 8 7

①  まだ数字の入っていないマスに１から９までの
数字のどれかを１つずつ入れましょう。０（ゼロ）
は使いません。

②  タテ列（９列あります）、ヨコ列（９列あります）、
太線で囲まれた３×３のブロック（９つありま
す）のどれにも、１から９までの数字が１つずつ
入るようにします。

③  数字を入れたとき、ＡのマスとＢのマスに入る
数字の合計を答えてください。

＋ ＝
パズル制作／二コリ

Vol.41

今回の問題は...

数独ルール

数 独数 独

プレゼント
応募方法

正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5,000円分」を
プレゼントします。解答はWebフォームからご応募ください。

賞品の発送をもって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は賞品発送のために使用いたします。

合計

https://forms.gle/mymkTwtnnyc2pjtr5Webフォーム
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11

外国人との取引

重説を外国語で行う法的義務は認められないとして、日本語を理解
しない外国人買主の訴えを棄却した事例

（東京地判 令3・3・11ウエストロー・ジャパン）田代 佳秀

分譲マンションを購入した外国人買主により、駐車場が確実
に確保されることや外国語を用いず日本語のみで重説した
ことは、売主業者の説明として不十分であり、情報提供義務
違反に当たるとして、買主が損害賠償等を請求した事案にお
いて、その請求が棄却された事例

（東京地裁 令和3年3月11日判決 ウエストロー・ジャパン）

事案の概要

～最近の裁判例からご紹介～

平成28年10月21日、買主Xら（原告：X1は法
人・不動産業、X2はX1の代表者）は、X2の
家族（両親と弟）及び通訳Cと共に、売主Y（被
告：法人・不動産業）が分譲した居住用高層マ
ンション（本件建物）のモデルルームを訪れ
た。その際、Yは外国語を話すことが出来な
いDが担当者として対応した。Xらにおいて
はCが通訳を行った。X2の家族はいずれも
中国人であり、主たる言語は英語と中国語の

みで、日本語を話すことは出来なかった。C
はX2の母の会社の社長アシスタント（日本
人）として、必要に応じて、日本語と英語との
通訳を務める人物であった。

平成28年11月4日、X1とYは、本件建物の
1507号室を購入する売買契約を締結し、X1
は手付金2190万円をYに支払った。さらに後
日、X1とX2は、本件建物の1506号室も共同
購入する売買契約を締結し、手付金2190万

たくたく
っっちちのの実務実務ノーノートト

たくたくっっちちのの実務実務ノーノートト
ぜひ参考にしてほしいっち～！
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円（X1・X2の折半）をYに支払った。そして、こ
の2件の契約（本件契約）のいずれにおいて
も、XらはX2の家族のほか、Cが通訳のため
に同席し、YはDが担当者として対応し、D
はXらに対して重要事項説明（重説）をCの通
訳を介して行った。

平成30年2月2日、Xらは、機械式駐車場利
用の抽選は落選していたが、本件建物（1506
号室と1507号室）の竣工後の内覧会に赴い
た。

その後、Yは、平成30年4月27日の引渡日
までに売買残代金の支払が無かったことか
ら、Xらに対して本件契約の解除の意思表示
を行い、手付金を違約金として没収する旨を
通知した。

これを受けて、Xらは、①Dは、駐車場が確
実に確保されると説明した、②X2らの家族
は、いずれも日本語を話すことができない
が、売買契約書や重説についても英文の書式
を用意せず、通訳もCに一任していた、③重
説は、締結しようとする契約の内容を正確に
理解させるために要求される義務であり、
日本語を理解しない外国人は日本語で説明
するだけで契約内容を理解することができ

ない以上、説明としては不十分であり、Dが
情報提供義務に違反したことは明らかであ
る等として、Yに対し、債務不履行による損
害賠償（手付金相当額のX1：3285万円、X2：
1095万円）、及びDの不適切な説明や不誠実
な対応により精神的な苦痛を受けた等と主
張して、不法行為による慰謝料100万円を請
求した。

これに対し、Yは、①駐車場は一般抽選で
利用の可否が決まるものと説明した、②原則
的に外国人顧客に対しても外国語の契約書
や重説の用意はしていない、③外国人に対す
る重説について、外国語で実施することは法
令上要求されておらず、日本語で行えば足り
る、④顧客側で通訳を用意していた場合は、
当該通訳の正確性を判断することは困難で
ある以上、このような通訳を介して行われた
重説が何ら不適切とされる理由はない等と
主張した。

重要事項

説明
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22 判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Xらの請
求を棄却した。

Xらは、Dによる、駐車場が確実に確保さ
れるとの説明をしなかったことがXらに対
する情報提供義務違反となる旨主張するが、
DがXらに駐車場が確保される旨を説明した
事実を認めることができない。

また、Xらは、X2が日本語を理解できな
いことをDも把握していたにもかかわらず、
英文の売買契約書や重説や通訳を用意せず、
Cの通訳に頼っていたところ、このような説
明では重説義務の趣旨に合致しない旨から、
情報提供義務に違反した旨主張する。

しかしながら、買主が外国人である場合
に、日本語を理解できず自ら通訳を同行して
重説を受ける事態も生じ得るところ、宅建業
者においては、当該通訳の資質や翻訳内容の
正確性、さらには通訳内容が買主に理解でき
る説明がされているか否かを判断すること
は困難であるといわざるを得ない。そうする
と、重説を受ける買主においては、その手段

の選択やその選択結果としての通訳の正確
性等に関して、その危険については自ら引き
受けるべきものと解するのが相当である。そ
の上で、宅建業法においては、日本語を理解
しない外国人に対して重説を外国語で行う
べきことまでは規定されておらず、これが法
的義務であると解することもできない。

以上によれば、本件においてはDがCの通
訳を通じてXらに重説を行った以上、重説の
内容や程度を充足しているものと認められ、
情報提供として欠けるところはなく、何ら義
務違反を認めることはできない。そして、こ
の認定判断を覆すに足りる事情は認められ
ない。したがって、Xらの情報提供違反によ
る債務不履行に係る主張は理由がない。

また、X2は、Yの対応が不誠実であるな
どとして不法行為が成立すると主張し、慰謝
料等の支払を求めるが、Dの対応について
何ら不法行為が成立するものと認めること
はできない。
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岩
い わ も と

本　　洋
ひろし

 先生 8月31日木8月24日木

8月3日木

本件は、日本語を理解しない外国人買主に
対し、重説を外国語で行う法的義務は認めら
れず、売主の説明義務違反はないとして、買主
の損害賠償請求等を棄却した事例である。

重説は、説明を受ける買主自らが、その内容
を理解する責任を負うものである。しかしな
がら、言語、法制度や慣習の相違する外国人に
対しては、例え通訳を通じても微妙な意思疎
通はしづらく、寧ろトラブルは生じ得るもの
との前提に立つべきであろう。

よって、外国人と関与する不動産取引に
おいては、重説や契約時では無く、相手との
ファーストコンタクトのような早い時点か
ら、日本語は理解できるのか、理解できない場
合にはどのようなトラブルが起こり得るか、
その防止策は取れるか等を検討することが重
要であり、また将来に渡り、契約の有効性に疑
義を唱えられる懸念がある場合には、取引そ
のものを断わる必要もあると思われる。

（調査研究部調査役）

（一財）不動産適正取引推進機構
「RETIO.NO.128 2023年冬号」より掲載

※ 大阪宅建協会Webサイト会員専用ページ内より事前予約をお願いいたし
ます。

※午後１時～３時、対象は会員業者の方のみです。
※ 予約方法がご不明な場合は（☎06-6943-0621）にご連絡をお願いいたし

ます。

弁護士による無料法律相談

7月27日木

9月7日木 9月14日木

9月21日木 9月28日木

村
む ら か み

上　博
ひ ろ か ず

一 先生

村
む ら か み

上　博
ひ ろ か ず

一 先生

住
す み は ら

原　秀
しゅういち

一 先生

住
す み は ら

原　秀
しゅういち

一 先生

住
す み は ら

原　秀
しゅういち

一 先生

岩
い わ も と

本　　洋
ひろし

 先生

事前予約は
こちらから▶
大阪宅建協会Webサイト

会員業者

限定

33 まとめ

次回も
お楽しみにっち～！

磯
い そ

野
の

　英
ひ で の り

徳 先生
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堺市では、5/1より「空き家の利活用による定住支援策」として
補助金（最大120万円）の受付を開始しています。

その他にも堺市では、空き家対策を大幅に強化中！！
施策については、以下問合せ先かリンクをご確認ください

問合せ先   堺市  建築都市局  住宅部  住宅施策推進課

TE L   072-228-8215（直通）　 Mail   jusui@city.sakai.lg.jp
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/akiya_rikatsuyou/index.html

詳細は以下リンクをご参照ください。
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/akiya_rikatsuyou/teiju_hojo.html

堺市からのお知らせ

事務局からのお知らせ

夏季休暇について

大阪宅建オリジナル 暑中見舞い・残暑見舞いの
ハガキ・ポスターテンプレートをご用意しています！

8月14日（月）から
17日（木）まで

大阪宅建協会Webサイトから、ご利用
のデータをダウンロードしていただき、
プリントしてご利用ください。

8月9日（水）から
18日（金）まで

8月14日（月）から
17日（木）まで

本部事務局 咲洲不動産・開業無料相談所 不動産無料相談所

えらべて嬉しい
豊富なデザイン

全11種

ダウンロードは
コチラから

ポスター ハガキ
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会社名 免許番号 大臣・知事（　　　  ）

受講者名（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　）
メールアドレス

電話番号 FAX番号

参加方法（どちらか） 　　対面　　・　　Zoom 　（Zoom参加の方はID/パスコードを開催日の5日前頃に案内致します。）

令和5年7月15日発行（隔月15日発行） 通巻647号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可　編集・発行人／高村永振　発行責任者／石井　茂
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部　〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／株式会社高速オフセット　定価50円　※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

協会ＨＰに
簡単アクセス▶
大阪宅建協会 検索

全宅管理 管理業務に役立つサービス等の紹介

賃貸住宅管理業適正化法の全面施行から2年が経過し、更に注目が集まる賃貸管理業。
賃貸管理の実務について、学ぶことが出来る貴重な機会となっておりますので、是非この機会にご参加ください。

賃貸管理上のトラブル（家賃滞納・騒音問題）や高齢者増加に伴う問題について、
未然にトラブル等を防ぐ対策や事前準備、対処法を解説。

講師：ＯＡＧ司法書士法人　代表司法書士  太田垣 章子氏

契約書類の脱ハンコ・ペーパーレス化を実現！
電子契約をサポートするハトサポサインを利用した業務について、
実際の操作を可能な範囲でロールプレイングを交えてご紹介、ご説明します。（説明：全宅管理大阪府支部役員）

・住宅設備機器＆退去時現状回復保証（オーナーズヴァリューサポート） ㈱宅建ファミリーパートナー
・入居審査及び家賃保証（CIZ）アークシステムテクノロジーズ(株)

主催：一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 大阪府支部　お問合せ：事務局（担当：上田、花立） ☎06-6809-4461

日　時

形　式

対　象

定　員

令和5年 10月26日（木）13時30分～16時〈予定〉

対面及びZoomライブ配信
対面会場：大阪府宅建会館2階会議室（大阪市中央区船越町2-2-1）

全宅管理大阪府支部会員、大阪宅建会員

対面80名、Zoom100名（いずれも先着順）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催形式を変更する可能性があります。

賃貸トラブル未然防止法教えます！

ハトサポサイン（電子契約システム）を利用した業務実例

第 1 部

第 2 部

第 3 部

【送付先FAX番号】06-6809-4462
フォーム入力ができない場合は以下よりお申込みください。

申込書

お申込み

賃貸管理業実務セミナー
受講料
無料

右の二次元コード（申込みフォーム）よりお申し込みください。
リンク  https://forms.gle/gGBTsPFEDLeYiezn8

スマホの
カメラをかざし
簡単にお申込み

※定員を超えた場合のみ、ご連絡差し上げます。

※ブロック体でハッキリと
　ご記載ください。


